
都
市
再
生
整
備
計
画
事
業

（
福
江・清
田
地
区
）の
事
後

評
価
シ
ー
ト
の
公
表

１
０
０
６
７
９
１

　

福
江
・
清
田
地
区
に
て
、
平
成

26
～
30
年
度
に
行
っ
た
都
市
再
生
整

備
計
画
事
業
の
事
後
評
価
を
実
施

し
ま
し
た
。
事
後
評
価
の
内
容
は
、

市
Ｈ
Ｐ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23‐３
５
２
３

22‐３
８
１
１

東
三
河
都
市
計
画
の
変
更・

決
定
に
つ
い
て

１
０
０
１
５
０
２

　
田
原
赤
羽
根
土
地
区
画
整
理
事

業
の
進
捗
に
伴
う
都
市
計
画
お
よ

び
建
築
基
準
法
の一部
改
正
に
伴
う

都
市
計
画
に
つ
い
て
、
４
月
１
日
付

け
で
変
更
お
よ
び
決
定
し
ま
し
た
。

◦
東
三
河
都
市
計
画
用
途
地
域
の

変
更

◦
東
三
河
都
市
計
画
田
原
赤
羽
根

地
区
計
画
の
決
定

◦
東
三
河
都
市
計
画
高
度
利
用
地

区
の
変
更

▼
街
づ
く
り
推
進
課

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
に
対

す
る
第
11
回
特
別
弔
慰
金

１
０
０
６
８
４
２

　

４
月
１
日
か
ら
、「
恩
給
法
に

よ
る
公
務
扶
助
料
」「
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族

年
金
」な
ど
を
受
け
る
方（
戦
没
者

の
妻
や
父
母
な
ど
）が
い
な
い
場

合
に
、
次
の
順
番
で
ご
遺
族
お
一

人
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。

対
象：
次
の
い
ず
れ
か
①
令
和
２

年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰

金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方
②
戦

没
者
な
ど
の
子
③
戦
没
者
な
ど
の

父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹

④
①
～
③
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の

三
親
等
内
の
親
族　

支
給
内
容：

25
万
円（
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

請
求
期
限：令
和
５
年
３
月
31
日

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
８
月
以
降
、
田
原
・
赤
羽
根
・

渥
美
で
受
付
会
場
を
設
置
予
定
で

す
の
で
、
近
隣
の
受
付
会
場
へ
お

越
し
く
だ
さ
い

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
５
１
２

23‐３
５
４
５

田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
あ
つ

み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
入
浴
施
設

利
用
中
止　

１
０
０
１
２
０
８

　

４
月
か
ら
田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー・
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
内

に
あ
る
入
浴
施
設
は
利
用
中
止
に

な
り
ま
す
。
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
地
域
福
祉
課
☎
23‐３
５
１
２

▼
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド

☎
33‐０
３
８
６

ふ
れ
あ
い
相
談
セ
ン
タ
ー

の
休
日
変
更

　
４
月
か
ら
ふ
れ
あ
い
相
談
セ
ン

タ
ー
の
休
日
が
変
わ
り
ま
す
。

休
日：表
の
通
り　
変
更
期
日：４

月
１
日

▼
田
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
23‐３
０
０
９

23‐３
９
７
０

☎
23‐３
５
３
５

22‐３
８
１
１

田
原
市
立
地
適
正
化
計
画

を
策
定
し
ま
し
た１

０
０
５
９
４
３

　
本
計
画
は
、「
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ・

プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」の
考
え

方
に
基
づ
き
、
居
住
を
誘
導
す
べ
き

区
域
と
商
業
・
福
祉
施
設
な
ど
の

都
市
機
能
を
誘
導
す
べ
き
区
域
お

よ
び
誘
導
施
設
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

居
住
誘
導
区
域
外
で
の
３
戸
以

上
の
開
発
・

建
築
行
為
や

都
市
機
能
誘

導
区
域
外
で

の
誘
導
施
設

の
開
発
・
建
築
行
為
を
行
う
場
合

は
、
着
手
の
30
日
前
ま
で
に
市
長
へ

の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23‐３
５
３
５

22‐３
８
１
１

■あっあぶない！ スマホに危険はうつらない
◎高齢歩行者の皆さんへ
◦視力の衰えや歩く速度が遅くなるなど、

身体の機能の低下を自覚しましょう
◦明るい目立つ色の衣服を着用し、反射

材を活用しましょう
◦道路の斜め横断をやめましょう
◦道路を横断するときは、左右をよく見て

車が近づいていないか確かめましょう
◦横断中に左方向から進行してくる車と

衝突する交通事故が多発していますの
で、横断中でも左から近づく車に注意
しましょう

◎高齢運転者の皆さんへ
◦70歳以上の方が運転す

る車両には、高齢者マー
クを表示しましょう

◦運転前には体調を確認
しましょう

▶田原警察署☎23-0110
田原警察署だより

T A H A R A
≫田原市のデータ

交通事故発生件数

窃盗犯罪発生件数

火災・救急件数

※（　）内の数字は
　2020年の累計

2月

●人身14件（19件）
●負傷20人（26人）
●死亡0人（0人）
●物損98件（198件）

●侵入盗3件（3件）
●乗物盗1件（5件）
●非侵入盗8件（13件）

●火災1件（2件）
●救急169件（389件）

期日 休日

～３／31 祝日・年末年始

４／１～ 水曜日・祝日・
年末年始

変更は休日のみで業務内容に変更は
ありません。

令和2年4月  広報たはら │    │26

INFORMATION おしらせ


